
【背景】LPガスを巡る商慣行の「３つの課題」

【課題２】
過大な営業費用をLPガス料金に上
乗せして回収
（通常であれば家賃に含まれている設備
費用や、ガス消費とは関係ないエアコン
等の設備費用を、ＬＰガス料金として
回収）

⇒ LPガス料金が不透明で高くなる

【課題３】
入居するまでLPガス料金
が不明
（過大な営業費用が上
乗せされているLPガス料
金であることを入居する
前に知ることができない）
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があっせん・仲介する場合も

エアコン、WiFi、インターホン、
宅配ボックス、便座システム等

【課題１】
消費者とのLPガス販売
契約を目的として、
オーナーや不動産会社に
対し、過大な営業を展開

（不動産会社が利益供与
を要請する場合も）

不動産会社

紹介料の支払い、ボンベ
置き場の借地代といった
形での利益供与も

３つの課題と３つの改革～液化石油ガス法令の改正（2024年4月2日公布）

【課題２】

過大な営業費用をLPガス料金に上乗せして回収

（通常であれば家賃に含まれている設備費用や、ガス消

費とは関係ないエアコン等の設備費用を、LPガス料金

として回収）

⇒ LPガス料金が不透明で高くなる

【課題３】

入居するまでLPガス料金が不明

（過大な営業費用が上乗せされているLPガス料金であ

ることを入居する前に知ることができない）

【課題１】

消費者とのLPガス販売契約を目的として、

オーナー等に対し、過大な営業を展開

（不動産側が利益供与を要請する場合も）

（改革1）過大な営業行為の制限

（改革2）三部料金制の徹底
（設備費用の外出し表示・計上禁止）

（改革3）LPガス料金等の情報提供

• オーナー等への正常な商慣習を超えた利益
供与の禁止（設備無償貸与、ﾌﾘｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ、紹介料支払い等）

• LPガス事業者の切替えを制限するような条件
付き契約締結等の禁止

2024年7月2日施行

2024年7月2日施行

2025年4月2日施行

• 料金請求時に基本料金、従量料金、設備
料金の3つに分けて通知（設備費用の外出し表示）

• エアコンなどLPガスとは関係のない費用や、家
賃に含まれるべき費用を、LPガス料金として
回収することの禁止

・ 入居希望者から直接要請あった場合の対応義務
・ 不動産関係者を通じた情報提供努力義務
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